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第５回研究開発法人部会（平成２６年６月３０日） 
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第１０６回評価専門調査会（平成２６年７月４日） 

目標・評価指針案（案）とりまとめ 

 

 
第２回総合科学技術・イノベーション会議（平成２６年７月１７日） 

目標・評価指針案決定 

 

  

参考－6



 
 

総合科学技術・イノベーション会議 評価専門調査会 

研究開発法人部会 構成員一覧 

 
 久間和生 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 原山優子 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 橋本和仁 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 天野玲子 評価専門調査会 専門委員 

 石田東生 評価専門調査会 専門委員 

◎ 門永宗之助 評価専門調査会 専門委員 

 福井次矢 評価専門調査会 専門委員 

 伊地知寛博 成城大学社会イノベーション学部 教授 

 岡本義朗 新日本有限責任監査法人 エグゼクティブディレ

クター 

 栗原和枝 東北大学原子分子材料科学高等研究機構 教授 

 角南篤 政策研究大学院大学 教授 

 野間口有 三菱電機 相談役 

 広崎膨太郎 日本電気 特別顧問 

 室伏きみ子 お茶の水大学ヒューマンウェルフェアサイエンス

研究教育寄附研究部門 教授 

 

◎：座長  
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総合科学技術・イノベーション会議 

評価専門調査会 委員一覧 

 
◎ 久間和生 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 原山優子 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 小谷元子 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 橋本和仁 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 平野俊夫 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 相澤彰子 国立情報学研究所コンテンツ科学研究系 教授 

 天野玲子 鹿島建設知的財産部 専任役 

 石田東生 筑波大学システム情報系社会工学域 教授 

 射場英紀 トヨタ自動車株式会社電池研究部 部長 

 上野裕子 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 上席研

究員 

 長我部信行 日立製作所中央研究所 所長 

 門永宗之助 Intrinsics 代表 

 河合誠之 東京工業大学大学院理工学研究科 教授 

 北村隆行 京都大学大学院工学研究科 教授 

 齋藤修 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 

 白井俊明 横河電機 フェロー 

 竹中章二 東芝コミュニティ・ソリューション社 執行役常

務待遇首席技監 

 玉起美恵子 アステラス製薬 研究本部研究統括部課長 

 西島正弘 昭和薬科大学 学長 

 福井次矢 聖路加国際病院 院長 京都大学名誉教授 

 藤垣裕子 東京大学大学院総合文化研究科 教授 

 松岡厚子 （独）医薬品医療機器総合機構規格基準部 テク

ニカルエキスパート 

 松橋隆治 東京大学大学院工学系研究科 教授 

 安浦寛人 九州大学 理事・副学長 

 

◎：会長  
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独立行政法人改革等に関する基本的な方針 
【平成 25 年 12 月 24 日閣議決定】 

(関係箇所抜粋) 
 

５．研究開発型の法人への対応 

(1) 研究開発型の法人に共通に講ずるべき措置 

○ 研究開発型の法人についても、他の独立行政法人と同様に「中期目標管理－評価」という

枠組みが最適であると考えられるが、研究開発業務の特性（長期性、不確実性、予見不可

能性、専門性）を踏まえると、当該法人に期待される研究開発成果の最大化という観点か

ら、独立行政法人制度の個々のルールや運用を大胆に見直し、独立行政法人制度の下で、

研究開発型の法人の機能の一層の向上と柔軟な業務運営を確保することが求められる。例

えば、中期目標期間について、特に長期的な研究開発プロジェクトを踏まえた形での設定

を可能とすることや、より研究開発業務の専門性を加味した目標設定・業績評価が行われ

る必要がある。 

○ こうした点に鑑み、研究開発型の法人については、独法通則法の下、中期目標管理型の法

人、単年度管理型の法人とは異なるカテゴリーの独立行政法人として位置付けた上で、研

究開発成果の最大化を法人の目的とし、そのために必要な仕組みを整備する。この際、「効

率的かつ効果的」という独立行政法人の業務運営の理念の下、「研究開発成果の最大化」と

いう研究開発型の法人の第一目的が達成できるようにすることが必要である。 

○ 具体的には、研究開発型の法人について、上記２．から４．までの中期目標管理型の法人

に対する措置内容を適用しつつ、法律事項としてはさらに以下を規定する。 

・独立行政法人通則法の下、研究開発に係る事務・事業を主要な業務として実施する法人

を研究開発型の法人として位置付け、中期目標管理型の法人、単年度管理型の法人とは

異なるカテゴリーの独立行政法人であることを明確化する。 

・研究開発型の法人が、研究開発等に係る方針に基づき、大学又は民間企業が取り組みが

たい課題に取り組む法人であることを明示するため、「国立研究開発法人」（仮称）とい

う名称を付し、法人の目的は「研究開発成果の最大化」であることを明示する。 

・研究開発成果の最大化という目的に鑑み、主務大臣が定める中期目標に記載すべき事項

として、研究開発成果の最大化に関することを追加するものとする。 

・研究開発業務に係る目標設定や業績評価については、総合科学技術会議が研究領域の特

性や国際的な水準等を踏まえて指針を策定し、総務大臣は、当該指針を目標設定及び業

績評価に関する指針に反映することとする。主務大臣は、総務大臣が定める目標設定及

び業績評価に関する指針に基づいて、目標設定・評価を行う。 

・研究開発業務の専門性に鑑み、主務大臣が行う中期目標設定や業績評価、中期目標期間

終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの際には、主務大臣の下に設置する研

究開発に関する審議会が科学的知見や国際的水準に即して適切な助言を行う。また、同

審議会は、必要に応じ、外国人有識者を委員とすることも可能とする。 

・中期目標期間を長期化し、最大７年とする。 
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○ また、運用については、抜本的に見直しを行い、研究開発成果の最大化に資するため、以

下の運用改善を行っていくこととする。 

・報酬・給与については、現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を含めた業績

給など、より柔軟な報酬・給与制度の導入が可能であり、こうした業績給等の実施状況

の公表により、その導入を促進する。 

・法人の長の報酬については、研究開発の特性を踏まえ当該人物が長に就任することによ

り法人の研究開発業務がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込まれ、かつ、当

該人物の能力・経歴・実績等にふさわしい水準の報酬を設定する必要がある場合には、

事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも可能とする。ただし、主務大臣に

よる長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証するものとする。また、毎年度の

長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評価を十分に勘案するものとする。 

・給与水準は、研究開発業務の特性等を踏まえ、当該業務がより効果的かつ効率的に実施

されると見込まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも可能とする。

こうした柔軟な取扱いにより、透明性の向上や説明責任の一層の確保が重要となること

に鑑み、給与水準を毎年度公表する際には、必要な人材を確保するために当該給与水準

とすることが必要である旨を、研究職員の特性を踏まえながら説明する。 

・目標設定については、総務大臣が示す目標設定及び業績評価に関する指針において、課

題解決型の目標設定も可能であることを明示する。業績評価についても、過去の活動の

達成度評価のみではなく、そこまでの成果が更に将来どのような成果に結びつくのかと

いう将来を見越した評価とするなど、必ずしも定量的実績にとらわれない評価も可能で

あることを明示する。 

・研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みを改善し、各法人は、

主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則としつつも、研

究開発業務を考慮し、総務省が示す随意契約によることができる具体的ケースを踏まえ、

随意契約によることができる事由を会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確

保しつつ合理的な調達を可能とする。 

総務省は、特殊で専門的な研究開発機器の調達であり相手方が特定される場合や緊急的

な調達など、随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示して、調達の合

理化の取組を促進する。また、現行の随意契約見直し計画の枠組みや契約実績の公表に

ついて見直しを行い、調達に関する新たなルールを策定する。 

・上記のほか、２．から４．において、効率化目標の設定や自己収入の取扱い、経営努力

認定、中期目標期間を超える繰越し等について柔軟化を図ることとなっており、研究開

発型の法人についても、研究開発の特性を踏まえた柔軟な運用を行うこととする。 

 

(2) 世界的な研究開発成果の創出を目指す法人に対する措置 

○ 研究開発型の法人のうち、国家戦略に基づき、国際競争の中で、科学技術イノベーション

の基盤となる世界トップレベルの成果を生み出すことが期待される法人については、総合

科学技術会議、主務大臣及び法人が一体となって科学技術イノベーション政策に取り組ん
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でいくことが必要であり、そのためには、他の研究開発型の法人よりも、総合科学技術会

議や主務大臣の関与を強めることが重要である。また、こうした法人に対し、その特性に

応じた業務運営上の必要な配慮を行っていく場合、その指針等についてできるだけ法律で

規定していくことは望ましい。 

○ 一方で、こうした法人についても、他の独法と同様に、透明性やガバナンス・効率性を適

正に確保していくことが重要であり、事業中立的な総務大臣による横串の視点からのチェ

ックを行うことが必要である。 

○ こうした観点から、科学技術イノベーションの基盤となる世界トップレベルの成果を生み

出す創造的業務を担う法人を「特定国立研究開発法人（仮称）」として位置付け、総合科学

技術会議・主務大臣の強い関与や業務運営上の特別な措置等を別途定めることとし、具体

的な措置は、内閣府・総務省共管の別法によることとする。 

別法の対象法人については、極力少数に限定することとする。 

○ 別法には以下を含めた事項を盛り込むこととする。 

・研究開発の特性を踏まえた運用を行う。 

・主務大臣が法人と一体となった運営を可能とするため、主務大臣が、法人に対し、状況

の変化に応じた的確な指示を出すことを可能とする。 

・主務大臣は、法人に対し、中期戦略目標（最大７年）を提示することとし、記載事項は、

①研究開発成果最大化に関する事項、②法人の長のマネジメントに関する事項、③研究

開発活動の改善及び効率化に関する事項等とする。なお、主務大臣が中期戦略目標を設

定する際は、科学技術基本計画等の国家戦略に基づいた目標を設定すること、「研究開発

成果最大化に関する事項」については課題解決型の目標設定とすること、「研究開発活動

の改善及び効率化に関する事項」については、研究開発の特性に配慮したものとするこ

とが必要である。 

・総合科学技術会議は、主務大臣の中期戦略目標設定及び中期戦略目標終了時の見直し等

に関して、国家戦略の実現の観点から、適切な関与を行う。 

・法人は自己評価を毎年度実施し、主務大臣に結果を報告する。 

・法人の長は、国際競争力の高い人材の確保を図るとともに、職員の能力を最大限発揮さ

せるため、処遇を含め人事制度の改革、柔軟な給与設定等の必要な措置を講じ、研究開

発成果を最大化できる研究体制を構築するよう努める。 

・法の施行状況等を踏まえ、特定国立研究開発法人の対象を含め、法制度の在り方の見直

しを行う旨を規定する。 
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独立行政法人通則法の一部を改正する法律 

（国立研究開発法人にかかる目標・評価関係（抜粋）） 

 
目次 

 
第一章 総則 

第一節 通則（第一条―第十一条） 

第二節 独立行政法人評価制度委員会（第十二条―第十二条の八） 

第三節 設立（第十三条―第十七条） 

第二章 役員及び職員（第十八条―第二十六条） 

第三章 業務運営 

第一節 通則（第二十七条―第二十八条の四） 

第二節 中期目標管理法人（第二十九条―第三十五条の三） 

第三節 国立研究開発法人（第三十五条の四―第三十五条の八） 

第四節 行政執行法人（第三十五条の九―第三十五条の十二） 

第四章 財務及び会計（第三十六条―第五十条） 

第五章 人事管理 

第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人（第五十条の二―第五十条の十一） 

第二節 行政執行法人（第五十一条―第六十三条） 

第六章 雑則（第六十四条―第六十八条） 

第七章 罰則（第六十九条―第七十二条） 

附則 

 

第一章 総則 

第一節 通則 

 

（定義） 

第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公

共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体

となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずし

も実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であ

るもの（以下この条において「公共上の事務等」という。）を効果的かつ効率的に行

わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法

律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。 

２ この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に

照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行すること
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が求められるもの（国立研究開発法人が行うものを除く。）を国が中期的な期間につ

いて定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国

民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進

を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。 

３ この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に

照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行するこ

とが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発（以下「研究開発」という。）

に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関す

る目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水

準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大

限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをい

う。 

４ この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照ら

し、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に

確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関す

る目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確か

つ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。 

 

（業務の公共性、透明性及び自主性等） 

第三条 独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公

共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率

的にその業務を運営するよう努めなければならない。 

２ 独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等

を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。 

３ この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務及び事業が内外の社

会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務及び事業の特性並

びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。 

 

第二節 独立行政法人評価制度委員会 

 

（設置） 

第十二条 総務省に、独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事務等） 

第十二条の二 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる 

一 第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。 
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二 第二十九条第三項、第三十二条第五項、第三十五条第三項、第三十五条の四第三

項、第三十五条の六第八項、第三十五条の七第四項又は第三十五条の十一第七項の

規定により、主務大臣に意見を述べること。 

三 第三十五条第四項又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をす

ること。 

四 第三十五条の二（第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。 

五 独立行政法人の業務運営に係る評価（次号において「評価」という。）の制度に

関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べ

ること。 

六 評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認

めるときは、主務大臣に意見を述べること。 

七 その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

２ 委員会は、前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六

号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。 

 

（資料の提出等の要求） 

第十二条の七 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関

係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

 

（政令への委任） 

第十二条の八 この節に定めるもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他

委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

第三章 業務運営 

第一節 通則 

 

（業務の範囲） 

第二十七条 各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。 

 

（業務方法書） 

第二十八条 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を

受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の業務方法書には、役員（監事を除く。）の職務の執行がこの法律、個別法又は

他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を
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確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなけ

ればならない。 

３ 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表

しなければならない。 

 

（評価等の指針の策定） 

第二十八条の二 総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の

中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに第三十二条第一項、第

三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価に

関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

２ 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技

術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関す

る事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見

を聴かなければならない。 

３ 主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の

四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標を定めるとともに、第三

十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び

第二項の評価を行わなければならない。 

 

（研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成） 

第二十八条の三 総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究

開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務及び

事業に関する事項に係る指針の案を作成する。 

（評価結果の取扱い等） 

 

第二十八条の四 独立行政法人は、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは

第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項

の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及

び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第

三十五条の十第一項の事業計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、

毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。 

 

（年度計画） 

第三十一条 中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた

中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関す
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る計画（次項において「年度計画」という。）を定め、これを主務大臣に届け出ると

ともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 中期目標管理法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の

開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画に

ついて前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。 

 

（内閣総理大臣への意見具申） 

第三十五条の二 委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要

があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法（昭

和二十二年法律第五号）第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申すること

ができる。 

 

（違法行為等の是正等） 

第三十五条の三 主務大臣は、中期目標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不

正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは

当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著し

く適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合

において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、当該行為

の是正又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

第三節 国立研究開発法人 

 

（中長期目標） 

第三十五条の四 主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達

成すべき業務運営に関する目標（以下「中長期目標」という。）を定め、これを当該

国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２ 中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 

一 中長期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同

じ。） 

二 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

三 業務運営の効率化に関する事項 

四 財務内容の改善に関する事項 

五 その他業務運営に関する重要事項 

３ 主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

委員会の意見を聴かなければならない。 
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４ 主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究

開発の事務及び事業（軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十五条の六第

六項及び第三十五条の七第二項において同じ。）に関する事項について、あらかじめ、

審議会等（内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第三十七条若しくは第五十四

条又は国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）

で政令で定めるもの（以下「研究開発に関する審議会」という。）の意見を聴かなけ

ればならない。 

５ 主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人（日本の国籍を有しない者

をいう。次項において同じ。）を研究開発に関する審議会の委員に任命することがで

きる。 

６ 前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に

関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはで

きず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えては

ならない。 

 

（中長期計画） 

第三十五条の五 国立研究開発法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中長期目標

に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画（以

下この節において「中長期計画」という。）を作成し、主務大臣の認可を受けなけれ

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 中長期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

二 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

四 短期借入金の限度額 

五 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画 

六 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画 

七 剰余金の使途 

八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

３ 主務大臣は、第一項の認可をした中長期計画が前条第二項第二号から第五号までに

掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中長期計画

を変更すべきことを命ずることができる。 

４ 国立研究開発法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中長期計画を
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公表しなければならない。 

 

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等） 

第三十五条の六 国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号

に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務

大臣の評価を受けなければならない。 

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務

の実績 

二 中長期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における

業務の実績及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけ

る業務の実績 

三 中長期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中

長期目標の期間における業務の実績 

２ 国立研究開発法人は、前項の規定による評価のほか、中長期目標の期間の初日以後

最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第一項ただし書の

規定により定められた場合又は第十四条第二項の規定によりその成立の時において

任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第二項の規

定により定められた場合には、それらの国立研究開発法人の長（以下この項において

「最初の国立研究開発法人の長」という。）の任期（補欠の国立研究開発法人の長の

任期を含む。）の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の国立研究開発法人の長の

任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間にお

ける業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 

３ 国立研究開発法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めると

ころにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定め

る事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大

臣に提出するとともに、公表しなければならない。 

４ 国立研究開発法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めると

ころにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定す

る業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報

告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 

５ 第一項又は第二項の評価は、第一項第一号、第二号若しくは第三号に定める事項又

は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならな

い。この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関

する評価は、当該事業年度における中長期計画の実施状況の調査及び分析を行い、そ

の結果を考慮して行わなければならない。 

６ 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、研究開発の事務及び
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事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

７ 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立研究開

発法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。こ

の場合において、第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中

長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、

遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。 

８ 委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認める

ときは、主務大臣に意見を述べなければならない。 

９ 主務大臣は、第一項又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、

当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命

ずることができる。 

 

（中長期目標の期間の終了時の検討） 

第三十五条の七 主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時

に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中

長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続又は組織の存続

の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業

務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。 

２ 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、研究開発の事務及び事業

に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 主務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会

に通知するとともに、公表しなければならない。 

４ 委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、

主務大臣に意見を述べなければならない。 

５ 前項の場合において、委員会は、国立研究開発法人の主要な事務及び事業の改廃に

関し、主務大臣に勧告をすることができる。 

６ 委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告すると

ともに、公表しなければならない。 

７ 委員会は、第五項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じ

た措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。 

 

（業務運営に関する規定の準用） 

第三十五条の八 第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、国立研究

開発法人について準用する。この場合において、第三十一条第一項中「前条第一項」

とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計
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画」と、同条第二項中「、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「、第三十五条の

五第一項の認可を受けた同項の」と、「中期計画について前条第一項」とあるのは「中

長期計画（第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下この項において同じ。）

について同条第一項」と、第三十五条の二中「前条第四項」とあるのは「第三十五条

の七第五項」と読み替えるものとする。 
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